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不動産ファンドに関する国際財務報告基準

1. はじめに

本連載は、不動産ファンドに関係する国際財務

報告基準（以下、「IFRS」）の動向およびIFRSの基

本的な考え方を解説することを目的として連載し

ています。

米国より相互関税に関する大統領令が 2025年

4月2日（米国時間）に公表されました。新たな関

税の導入や既存の関税の引上げ、さらにはこの相

互関税により、さまざまな業種の企業に影響が生

じる可能性があります。企業は、米国が課す関税

の対象となる可能性のある品目数、相互関税の可

能性、および関税政策をめぐる継続的な不確実

性により、事業上およびコンプライアンス上の複

雑な課題に対応する必要があります。これらの状

況の複雑さは、会計上、財務諸表数値への影響

や注記による開示の検討事項を生じさせます。

本稿は関税に関する一般的な会計および開示

のトピックスついてQ&A形式で解説します。関

税に関する会計上および開示上の検討事項を網

羅したリストではないことについてご留意下さ

い。なお、本稿は、PwCの解説記事「Accounting 

implications of tariffs」（2025年3月13日 公 表 ）

の内容を編集・加筆したものです。相互関税が

米国で導入されるため、米国会計基準（以下、

「USGAAP」）に基づく会計処理および開示を中

心に、補足説明を要する事項についてはIFRSと

の差異にも触れて解説します。文中の意見にわた

る部分は筆者の私見であることをあらかじめお断

りしておきます。

2. コストの資産計上

棚卸資産および有形固定資産などの資産は取

得時に当初測定が行われ、通常、資産取得の対

価として支払った金額、すなわちコストの金額に
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基づき資産が計上されます。したがって、取得費

用に該当する支出は、コストとして資産計上され

ます。

2-1 棚卸資産

質問
棚卸資産として資産計上される特定の財に

課される新たな関税は、ASC 330「棚卸資産」

に基づき棚卸資産の取得原価に含めるべきで

しょうか？

回答：含めます。
さまざまな財の購入に課されるその他の売上

税、付加価値税、物品税と同様に、特定の財の

取得に直接関連して発生した関税のコストは、棚

卸資産の原価計算上、それらの財の取得原価に

含める必要があると考えられます。

関税は、ASC 330-10-30-1 に記載されている

ように、ある財を既存の場所に輸送するために

発生するコストを表します。関税は、棚卸資産の

取得原価を増大させ、ASC 330-10-35-1B の取

得原価と正味実現可能価値（NRV）による低価法

の枠組みを使用した棚卸資産の回収可能性の評

価の結果に影響を与える可能性があります（質問 

4-1参照）。

追加関税や関税率の変更により課される関税

は、「異常なコスト」を意味するものではなく、通

常の購入のための取得コストとして取り扱われ

るものと考えられます。これは、後入先出法に

基づく棚卸資産の原価計算において、インフレ

の影響を考慮する場合と同様であり、関税の影

響も原価の算定において考慮する必要がありま

す。言い換えれば、後入先出法を適用する際に、

関税の影響を除外することは適切ではないと考

えられます。

なお、IFRS（IAS 2「棚卸資産」）では、棚卸資

産の原価計算において、後入先出法の採用が認

められていない点でUSGAAPと異なりますが、

関税が資産の取得原価として資産計上される点

においては相違しないものと考えられます。

2-2 有形固定資産

質問
有形固定資産として資産計上される特定の

財に新たに課される関税は、ASC 360「有形固

定資産」に基づく固定資産の取得原価に含める

べきでしょうか?

回答：含めます。
ASC 805「企業結合」（ASC 805-50-30-1 およ

びASC 805-50-30-2）は、資産は取得原価（通常、

取引コストを含む）に基づいて認識され、現金が

支払われる場合は、支払われた現金の額に基づ

いて測定されるとしています。したがって、関税

は、財の購入に課されるその他の売上税、付加

価値税、物品税と同様に、固定資産においても資

産計上される取得原価に含める必要があります。

3. 顧客との契約（収益認識）

関税は商品の輸入者（または購入者）が支払う

ものであるため、関税の対象となる商品の販売者

に直接的な会計上の影響が生じることはありま

せん。しかし、関税は、それらの商品の市場動

向に影響を与えることがほぼ確実であり、企業は

価格設定や流通モデルの再考を行う可能性があ

ります。

企業が商品の輸入者（または購入者）であり、
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その商品をその後販売する場合、関税によるコ

ストの増加を顧客に転嫁できるかどうかは、市場

環境によって異なります。市場によっては、競争

圧力により関税による増分コストの回収が制限さ

れ、結果として、利益が圧迫されて、事業に広

範な影響が及ぶ可能性があります。

3-1 関税による価格変更

質問
顧客との契約における関税に起因する価格

変更は、ASC 606「顧客との契約から生じる収

益」に基づきどのように会計処理すべきでしょ

うか?

回答：�顧客への価格転嫁について、変動対価の�
フレームワークが適用される可能性が�
あります。

契約によっては、関税の引上げに伴う価格の引

上げを自動的に認める価格調整条項を有してい

る場合がありますが、多くの契約はそうではない

ものと考えられます。いずれの場合も、関税の変

更に起因する価格の変更は、ASC 606 に基づく

他の価格変更と同様に会計処理されます。

価格変更が契約で規定されている場合、変動

対価のフレームワークが適用され、以下の期待値

または最も可能性の高い金額に基づき変動対価

を算定します。

• �期待値：考え得る対価の金額の範囲における

確率加重金額の合計。期待値は、企業が特

徴の類似した多数の契約を有している場合に

は、変動対価の金額の適切な見積りとなる可

能性があります。

• �最も可能性の高い金額:考え得る対価の金額

の範囲における単一の最も可能性の高い金

額（すなわち、契約から生じる単一の最も可

能性の高い結果）。最も可能性の高い金額は、

契約で生じ得る結果が 2 つしかない場合（例

えば、企業が業績ボーナスを達成するかし

ないかのいずれかである場合）には、変動対

価の金額の適切な見積りとなる可能性があ

ります。

価格変更が販売者によって別途交渉される場合

には、既存契約における契約変更として評価され

るか、または単に将来の契約内容に反映されます。

価格変更が進行中の契約に関連しており、価

格が契約条件の唯一の変更である場合で、残り

の財またはサービスが別個のものである場合には

価格変更は将来に向かって会計処理され、残りの

財又はサービスが別個のものでない場合には累

積的キャッチアップベースで会計処理されます。

3-2 関税の「追加料金（surcharges）」の表示

質問
輸入品に対する関税は、企業が収益から除

外する（すなわち、売上税を差し引いた収益

を報告する）会計方針の選択を認める、ASC 

606-10-32-2Aの実務上の便法（顧客から徴収

した税金）の範囲に含まれる税金に該当します

か?

回答：該当しません。
財の取得に関連して発生した関税は、「特定の

収益を生み出す取引に対して課され、かつ、それ

と同時に発生する税金」には該当しないため、当

該実務上の便法の範囲に含まれません。関税は、

企業が負担するコストを表します。企業が関税の

コストを回収するために顧客から追加の対価を回

収できる場合、その金額は追加的な取引価格と
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して、収益に含まれることになります。すなわち、

関税の負担（費用）と顧客へ転嫁した販売価格（収

益）を相殺することはできません。したがって、

関税コストの回収能力は、純損益への全体的な

影響を緩和する可能性がある一方で、売上原価

と収益の両方が増大することにより、売上利益率

のような他の指標に影響を与える可能性がありま

す。

3-3 原価比例法による進捗度の測定を用いて

一定期間にわたって認識される収益

質問
新たに課される関税は、一定期間にわたっ

て充足される履行義務に関する収益認識につ

いて、進捗度の測定値を原価比例計算によっ

て算定する場合にどのような影響を与えるで

しょうか?

回答：見積原価総額を増加させます。
ASC 606-10-55-20 では、一定期間にわたっ

て充足される履行義務で、インプット法を用いて

進捗が測定されるものについて、収益は、見積原

価総額に対する履行債務の充足に向け企業が費

やした原価（インプット）に基づいて計算された

進捗度と取引価格に基づいて認識されます。

新たに課される関税は、契約に基づく完成時

の見積原価総額に追加コストをもたらします。完

成時の原価総額の見積りの中で関税を考慮する

ことは、関税の課税時期、範囲、期間に関する不

確実性のため、複雑な場合があります。

企業は、これらの追加コストが価格変更を通

じて顧客に転嫁できるかどうかを評価する必要が

あります。質問 3-1 の回答で述べたように、関

税による価格変更は、変動対価または契約変更と

して評価されます。

なお、追加コストを取引価格に含めることがで

きない場合、完成時の総見積原価は増加します

が、現在までに発生したコスト（進捗度の測定）

は変更されません。これにより、完成率が低下し、

完成時の見積総原価に関税が含まれている期間

に契約について認識すべき累計収益の合計が減

少する可能性があります。

3-4 長期契約に関する損失

（関税に起因する潜在的な契約損失）

質問
関税の引上げにより、ASC605-35「収益認

識－建設型および生産型契約に関する損失の

引当金」の範囲に含まれる収益契約に関する損

失を認識する必要が生じるでしょうか?

回答：�販売価格に転嫁できない場合損失を認識
します。

ASC 605-35-15-2 のガイダンスの対象となる

顧客との契約について、企業は、請負契約の終

了時における原価総額の現在の見積りが、企業

が受け取ることを見込む対価の合計額を上回っ

た場合に、建設型および生産型の契約に関する

損失を認識します。関税の重大性や関税のコスト

を回収するために対価の総額を増加させることが

できるかどうかに応じて、企業は、完成時の見積

原価総額の増加が契約に予想損失を生じさせる

かどうかを評価する必要があります。予想損失が

ある場合は、それが明らかになった期間に予想損

失の全額を計上する必要があります。

質問 3-1 の回答で指摘したように、関税によ

る価格変更は、変動対価または契約変更として評

価され、これらのフレームワークのいずれが適用
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されるか、および契約変更の時期によっては、損

失契約に対する引当金の金額や時期に影響を及

ぼす可能性があります。

4. 資産の減損

業種によっては、新たな関税または関税の引上

げの結果、コストの増加や製品需要の抑制、特

定の業種の市場動向の混乱を招く可能性があり、

それらのいずれかが将来キャッシュ・フローの減

少をもたらす可能性があります。これらの要因は、

資産の減損の潜在的な指標となる可能性があり

ます。

4-1 低価法の棚卸資産

質問
関税は企業の棚卸資産の正味実現可能価額

（NRV）の評価にどのような影響を及ぼすで

しょうか?

回答：�取得原価の上昇およびNRVの低下により�
評価損が認識される可能性があります。

貸借対照表日現在のNRV（または、後入先出

法による棚卸資産の場合にはASC 330-10-35 に

基づく「市場価格」）の決定においては、貸借対照

表日後に発生した、または予想される価格変動を

含む、入手可能なすべてのデータを考慮する必

要があります。

ASC 330「棚卸資産」は、NRVを、通常の事業

過程における見積販売価格から、合理的に予測

可能な完成、処分および輸送のコストを差し引

いたものと定義しています。新たに課される関

税や、関税の引上げの結果、原材料の取得原価

が上昇すると、棚卸資産の取得原価が上昇する

可能性があります。したがって、企業は、結果

として生じる棚卸資産の取得原価の上昇が、低

価法による棚卸資産の取得原価またはNRVの評

価に影響を及ぼし、棚卸資産の減損損失をもた

らすかどうかを評価する必要があります。この

評価においても前述の契約損失同様、関税の引

上げによるコストの増加分を相殺するために、

企業が価格の引上げを実施できるかどうかが重

要となります。

後発事象

NRVの評価は、貸借対照表日現在で実施され

ます。すなわち、期末時点で貸借対照表に計上

されている棚卸資産の取得原価が回収可能性の

評価対象となります。貸借対照表日後に課される

関税は、定義上、NRV評価のコスト面には影響

を及ぼしません。しかし、関税はNRV算定おけ

る「合理的に予測可能な完成、処分、および輸送

のコスト」に影響を及ぼす可能性があります。

• �貸借対照表日後のコストの見積りの増加は、

通例でない状況によるものでない限り、通 

常、貸借対照表日現在のNRVの決定におい

て考慮する必要があります。

• �貸借対照表日時点で合理的に予測できなかっ

た政府の行動（例えば、関税）などの特定の

事象が、棚卸資産の取得原価の増加をもたら

す場合、そのようなコストの増加はNRVの

算定において考慮すべきではありません。

• �事象に起因するコストの増加（例えば、関税）

により、棚卸資産の取得原価が回収できなく

なることが予想される場合、企業は、必要に

応じて、次の会計期間において、未確定の評

価減の開示を検討する必要があります。
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4-2 のれんおよび長期性資産の減損のトリガー

質問
企業は、新たな関税または関税の引上げの

結果として、のれんおよびその他の長期性資産

について減損の評価を行うべきでしょうか?

回答：�関税の影響を市場がどのように評価して
いるかについて、公正価値評価において
検討します。

特定の企業またはその個々の報告単位もしくは

資産グループに対する関税の影響は、それらの

事業に影響を及ぼす特定の市場動向に大きく依

存します。ASC 350「無形資産－のれんおよびそ

の他」（ASC 350-20-35-3CおよびASC 350-30- 

35-18B）は、のれんおよび耐用年数を確定できな

い無形資産に対して期中の減損テストが要求さ

れる場合の指標の例を示しており、どのような要

因が公正価値の決定に影響するかを列挙してい

ます。また、ASC 360-10-35-21 は、耐用年数

が確定している無形資産およびその他の長期性

資産の減損を示す可能性のある事象または状況

の変化を記載しています。

一般的に、報告単位（のれんの会計単位）また

は資産グループ（長期性の有形固定資産または耐

用年数が確定できる無形資産の会計単位）が重大

な関税に晒されている場合、これらの減損のトリ

ガーのいくつかを満たす可能性があります。これ

らの減損の評価は、最終的には報告単位または

資産グループの公正価値に基づいて決定される

ため、関税についての公正価値に影響を与える

市場の評価が最も重要であり、単に関税が正式

に導入されたかどうかは重要ではありません。し

たがって、経営者または業界アナリストが、新た

に課される関税が企業の将来キャッシュ・フロー

に重大な影響を与える可能性があると考えてい

る場合、市場参加者がそれらの関税が導入され

ると結論づけた時点が、期中の減損評価が必要

かどうかを検討する適切な時点となります。よっ

て、まだ課されていない関税であっても、減損の

分析において考慮する必要があるものと考えられ

ます。

なお、IFRSではのれんおよび長期性資産とも

に減損判定のグルーピング単位はUSGAAPより

も小さくなる可能性があります。またIFRSでは、

長期性資産の減損テストにおいて、USGAAPで

認められている割引前キャッシュ・フローと帳簿

価格の比較がないため、USGAAPより早期に減

損損失が認識される可能性があります。

4-3 公正価値の見積りにおける関税の考慮

質問
関税がのれんや長期性資産の減損の評価に

おける公正価値の見積りに与える影響にはど

のようなものがありますか?

回答：�将来キャッシュ・フローの予測、割引率
の評価および主要な市場の想定に影響が
あります。

ASC 820「公正価値測定」（ASC 820-10-20）は、

公正価値を「測定日時点において市場参加者間で

秩序ある取引が行われた場合に、資産の売却に

よって受け取るであろう価格または負債を移転の

ために支払うであろう価格」と定義しています。

本定義には、関税の影響を受ける可能性のある、

複数のインプットや評価モデル自体が含まれます

（例えば、棚卸資産の取得原価や販売価格への影

響など）。

市場で観察可能な価格以外の公正価値モデル
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で使用される情報は、市場参加者にとって既知ま

たは知り得るすべての情報を考慮する必要があり

ます。

単一のキャッシュ・フロー予測モデルでは、割

引率はキャッシュ・フローの金額の不確実性（リ 

スク）を反映します。すなわち、キャッシュ・フ

ローはリスク調整後の収益率を用いて現在価値

に割り引かれます。関税のリスクを捕捉する特定

の企業のプレミアムの決定は困難な可能性があり

ます。したがって、企業は、関税に起因するリス

クや不確実性の増加を期待キャッシュ・フロー・

アプローチで捉えることが容易であるかもしれま

せん。これには、さまざまな潜在的な結果をモデ

ル化し、それぞれの結果を確率で加重することが

含まれます。

新たな関税の導入時期や範囲は予測不可能で

あるため、評価には、関税がどのくらいの期間有

効であるか、それらが顧客の行動にどのような影

響を与えるか、および全体的な市況を考慮したシ

ナリオが含まれる場合があります。

経営者が割引キャッシュ・フロー分析に基づい

て公正価値を決定する場合には、さまざまな関税

シナリオの検討や適用された評価方法など、当該

キャッシュ・フローや関連する不確実性に関する

重要な判断を開示する必要があります。

主要な市場または最も有利な市場

ASC 820-10-35-5からASC 820-10-35-6Cは、

市場参加者の観点から、当該資産（報告単位また

は資産グループ）の取引量が最も多く、取引水準

が最大である市場を主要な市場と定義していま

す。主要市場が存在しない場合には、最も有利な

市場を用いる必要があります。以下、ASC 820-

10-35-6Cは、観測可能な市場が必ずしも存在し

ない可能性があることを認めています。

ASC 820-10-35-6C

測定日において、資産の売却または負債の移

転に関する価格情報を提供する観測可能な市場

が存在しない場合であっても、公正価値測定は、

資産を保有するかまたは負債を負う市場参加者

の観点から考慮される、その日に取引が行われる

と想定するものとします。この想定された取引は、

資産を売却または負債を移転の価格を推定する

ための基礎を確立します。

また、新たな関税と相互関税の可能性の結果

として、企業は、変化する関税政策に対するさま

ざまな影響と世界的な反応によって、主要な市場

または最も有利な市場の決定の変更を検討しな

ければならない場合があります。

市場参加者

新たに課される関税と相互関税の導入に伴い、

経営者は、市場参加者に関する過去の仮定が依

然として持続可能であるかどうか、また、それが

価格または公正価値の決定の他の側面にどのよ

うに影響するかを評価しなければなりません。

減損の評価を実施する必要があるか否かに影

響を及ぼす状況は、特定の企業の事業、および

その企業が関税にどのような影響を受けている

か、または受けると予想されるかに大きく左右さ

れますが、公正価値の見積りは、企業に固有のも

のではありません。企業に利用できる市場がない

場合、その資産を売却しようとする場合には、仮

想的にその資産を売却しようとする市場参加者の

特性を決定しなければなりません。市場参加者の

特性が決定されれば、企業は、市場参加者が資

産の価格を決定する際に考慮する仮定を特定す

ることになります。企業は、資産の売却または負

債の移転を交渉する際に市場参加者がどのよう
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に考えるかについての自身の仮定に基づいて、資

産の仮想的または「最も可能性が高い」市場を構

築する必要があります。

5. 法人所得税

新たに課される関税により、上述の会計処理を

通じて、税前利益の数値が変更される場合、税

効果会計における見積年間実効税率などに与え

る影響についても考慮する必要があります。

5-1 法人所得税の会計上の影響

質問
新たに課される関税に関連する潜在的な法

人所得税の会計処理の検討事項にはどのよう

なものがありますか?

回答：�繰延税金資産の回収可能性への影響を�
検討します。

繰延税金資産の回収可能性を決定する際には、

新たに課される関税によって生じる予期しない

コストや、企業の事業への長期的な影響の可能

性を考慮する必要があります。繰延税金資産の

回収可能性を表す評価性引当金の評価において

は、企業が肯定的証拠と否定的証拠の両方を考

慮する必要があり、客観的に検証可能でない証

拠（予測）と比較して、客観的に検証可能な証拠

（歴史的証拠）にウエイトを置く必要があります。

さらに、繰延税金資産の回収に十分な将来の課

税所得の可能性を評価するための「可能性が高い

（more-likely-than-not）」の 閾 値 は、USGAAP

における資産の減損のフレームワークとは異なる

閾値です。その結果、資産が減損していないと結

論付けた場合であっても、企業は、繰延税金資

産に回収可能性がないと判断する可能性があり

ます。

また、企業は、新たな関税の導入が既存の移

転価格の取決めに影響を及ぼすかどうか、また

は 関税の影響を軽減するための移転価格の取決

めの変更によって、ASC 740「法人所得税」に基

づく新たな不確実な税務ポジションが生じる可能

性があるかどうかについても検討する必要があり

ます。

6. 開示

企業は、新たに課される関税に起因するリスク

や不確実性に関連する開示の要求事項への対応

を検討する必要があります。ASC 275「リスクと

不確実性」（ASC 275-10-50-4 からASC 275-10-

50-8）で説明されているように、企業は、問題の

ある状況の解消が現在の想定から大きく異なる

可能性がある場合や見積りが近い将来に変更さ

れ、その変更の影響が重大であると合理的に予

想される場合は、見積りの使用について開示する

必要があります。

6-1 流動性および継続企業の前提

質問
企業は、継続企業の前提の評価において、

新たに課される関税による影響をどの時点で

考慮すべきでしょうか?

回答：�貸借対照表日後、財務諸表公表日までに
新たな関税が課される場合、当該関税の
影響を考慮します。

新たに課される関税が企業の事業に重大な影

響を及ぼすことが予想される場合、それは流動
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性、 ひいては企業の継続企業の前提の評価への影

響へと転化する可能性があります。

継続企業の前提の評価は、財務諸表公表時点

での将来の見通しに関する評価です。したがって、

関税が課されている場合には（貸借対照表日後も

含む）、継続企業の前提の評価において考慮する

必要があります。

継続企業の不確実性が重大な場合であっても、

財務諸表は継続企業の前提に基づく会計基準を

用いて作成する必要があります。基礎となる財務

状況およびそれらに対処するための経営者の計

画について投資家に警告を与えるための開示が

要求される場合があります。

7. おわりに

新たな関税の導入や貿易政策の進展は、企業

が属するマーケットや企業の既存のビジネスに重

要な影響を与える可能性があります。新たに課さ

れる関税の影響により、企業が保有する資産の評

価減が生じることや、企業が経営計画を変更し

た際は、減損判定や繰延税金資産の回収可能性

にかかる会計上の見積りの検討が求められること

があります。また、企業が負っている不確実性を

開示する必要もあります。

企業がこの変化する状況を乗り越えるために、

経営者は、法務、コンプライアンスおよび業務部

門と緊密に連携し、経営成績、流動性および財

務報告に影響を与える可能性のある関税につい

て、関連する追加的なリスクを積極的に特定し、

評価する必要があるものと考えられます。
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